
議案第 13号  

 

 

   西脇市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条     

例の制定について  

 

 

 西脇市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。  

 

 

  令和４年２月 25日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律に

よる消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の改正に伴い、

所要の改正を行う必要があるため。  

 



 
 

 
西

脇
市

消
防

団
員

等
公

務
災

害
補

償
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
西

脇
市

消
防

団
員

等
公

務
災

害
補

償
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
7
7
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 第
３
条
 
（
略
）
 

２
 
損
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